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提　案　理　由 
　全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一

部を改正する法律（令和５年法律第３１号）による介護保険法（平成９年法律

第１２３号）の一部改正（令和６年４月１日施行）により、指定居宅介護支援

事業者による指定介護予防支援事業者の指定申請が可能となったことから、当

該指定更新の同時申請に係る事務の手数料を軽減するため、本条例に所要の改

正を行うものです。



岬町条例第　　号 
 
　　　岬町手数料条例の一部を改正する条例（案） 
 
　岬町手数料条例（平成１２年岬町条例第２号）の一部を次のように改正する。 
　第２条中第７６号を第７７号とし、第７５号の次に次の１号を加える。 

(76)　介護保険法第７９条の２第１項の指定居宅介護支援事業者の指定の更
新の申請及び介護保険法第１１５条の３１において準用する同法第７０

条の２第１項の指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請が同時にな

された場合（当該２の申請に係る事業を同一の事業所において一体的に

運営しようとする場合に限る。）における当該２の申請に対する審査　１

式につき１０，０００円 
　　附　則 

　（施行期日） 
１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
　（経過措置） 
２　改正後の第２条第７６号の規定は、前項の施行の日以後に申請を受理する 
ものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の 
例による。
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